
     

   
     

  

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山大学の障がい学生支援 

 

◆障がい学生支援室の場所・連絡先 

 

◆岡山大学における障がい学生支援の相談窓口・流れ 

 

●場   所 ： 一般教育棟 D 棟 1 階 

●開室時間 ： 月～金：10:00～12:00／13:00～17:00 

●連 絡 先 ： 086-251-8553（支援室受付）／shien-dr@okayama-u.ac.jp 

◆障がい学生への配慮とは 

 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

 大学では、様々な障がいを有する学生が在籍しており、個々に応じた配慮を 

受けながら、他学生と一緒に学んでいます。 

新入生のみなさんの中にも、何らかの障がいを持っており、大学で上手くやって 

いけるのか不安を感じている人がいるかもしれません。そのような方は、是非一度、 

障がい学生支援室にご相談ください！ 

 

2016年 4月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消

法)が施行されました。それに伴い、国立大学では、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的

配慮の提供」が法的に義務づけられることとなりました。 

元々、障がいを有する学生への何らかの配慮は、周囲の思いやりの心によって成り立つ性質の   

ものでしたが、2016 年 4 月以降は、障がいを有する学生にとって配慮(特に学業面ので配慮)

を得るのは当然の権利となり、配慮を提供する側にとっては法的義務として行うものとなりました。 

岡山大学では、法律に先駆けて、2009 年 4 月に障がい学生支援室が設置されました。 

現在は、専任教員 2 名と事務補佐員 1 名の 3 名体制で活動しています。岡山大学には、 

聴覚障がい、肢体不自由、発達障がい、精神障がい等、様々な障がいを有する学生が在籍し

ています。それらの学生の所属学部とも連携しながら、個々のニーズに応じて、特に学業面での 

必要な配慮を提供しています。 

何らかの障がいが理由で、学業面での困難さを感じているが、まだ特別な配慮を求めたことは 

無いという方、もしかしたら何らかの配慮を受けることで、自身の力を上手く発揮できるようになり、

学業面での向上が望めるかもしれません。そういった方は、一度障がい学生支援室のご利用を 

ご検討ください。 

学生総合支援センター 障がい学生支援室 2018年 4月発行 

 

通号７５号 

＊相談のプライバシーは守られます。また、学内外機関等との連携は本人の許諾の下に行います。 

 

関係機関等で、支援策（合理的配慮）を協議・調整 

  

障がい学生支援室に 

ご相談ください 

障がいがあり、大学に 

修学支援を依頼したい 

障がいがあるが、支援が 

必要なのか、どのような 

支援をしてもらえるのか 

相談したい 

自分は、障がいがあるの 

ではないかと心配している 

所属学部・研究科の担任（指導） 

教員または教務・学生担当事務に 

ご相談ください 

医師による判断が必要な 

場合は、 保健管理センター等 

医療機関 を紹介 

必要に応じて連携 
必要に応じて連携 

学生本人（および保護者）、所属部局（学部・研究科等）の関係教職員、 

障がい学生支援室、 

支援の相談窓口は、下図のように、所属部局（学部・研究科等）の窓口または、 

障がい学生支援室になります。所属部局と障がい学生支援室は基本的に連携しながら 

支援を行いますが、特に連携する必要の無い場合には、それぞれ独立して支援を行う 

場合もあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般教育棟 D棟 1階 

 

【場   所】 

086-251-8553（支援室受付）    

 

【連 絡 先】 

月～金：10:00～12:00／13:00～17:00 【開設時間】 

shien-dr@okayama-u.ac.jp 

 

【 E-mail 】 

  

 守ろう！自転車の駐輪マナー 
 

新学期を迎えて、多くのみなさんが、一般教育棟 C 棟と D 棟の間の駐輪スペースを  

利用しています。 

しかし残念なことに、駐輪禁止区域やスロープ付近にも、自転車を停める人が多数います。

その為、車いす移動のスペースが防がれ、車いす利用者が、遠回りの移動を強いられる状況

が生じています。 

自転車は駐輪スペースに停めましょう！ 

 

【一般教育棟 D棟 入口付近】 【一般教育棟 C棟と D棟の間】 

【重要！！】 

「障がい学生支援室だより」 

 ホームページ上でのニュース発信のお知らせ 

 

 障がい学生支援室は、2011 年 4 月の創刊号以降、今号に至るまで、ほぼ毎月の 

ペースで「障がい学生支援室だより」を発行してきました。その間、多くの岡大生および 

教職員の皆さまに、様々な障がいに関するコラムや各種イベント等のご案内・ご報告 

などに目を通して頂き、感想を頂いたり、イベント等に参加して頂いたりするなど、「障がい

学生支援室だより」は、情報発信のツールとして、一定の役割を果たしてきました。 

 しかし一方で、発信したい内容があっても、紙面の都合上、情報量を少なめにせざるを

えなかったり、イベントのご案内をしたい時に、発行日の都合で、迅速なご案内ができな 

かったりする等の悩みもありました。 

 そこで障がい学生支援室は、この度、より迅速にかつ情報発信の量や頻度を上げること

を目的に、岡山大学学生総合支援センター障がい学生支援室 HP 内に、「障がい学生

支援室ニュース・だより」のページを設けることにしました。それに伴い、2018 年度からは、

主にそのページ内で情報発信を行っていくと共に、「障がい学生支援室だより」の毎月の 

定期発行を取りやめることにいたします。しかし、頻度は少なく不定期にはなりますが、 

どうしても紙面でお伝えしたい内容がある場合には、今後も「障がい学生支援室だより」の

続号として発行することも考えています。 

 みなさまには是非、下記 QR コードから「障がい学生支援室ニュース・だより」の 

ページをご参照頂き、今後の障がい学生支援室からの情報発信を定期的にご確認

頂けると幸いです。 

岡山大学 

学生総合支援センター 

障がい学生支援室 

思いやりの心を持って、行動してください！ 

 


